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2022年暮れの「徹子の部屋」
に出演したタモリが、「来年は
どんな年になると思いますか」
と聞かれて、「新しい戦前にな
るんじゃないですかね」と答え、
反響と憶測を呼びました。素直
な私は、タモリは「戦争に異論

を言えば特高警察に捕まり、政
府の大事な情報は隠された、戦
前の日本のようになっていく」
と言っているのだと受け取りま
した。素直じゃない友人は、タ
モリがいつものようにへらへら
しながら言ったことから、「君
たち、どうせなにも言わないで、
ひきずられていくだけでしょ」
と皮肉ってるのだと深読みして
いました。「『新しい戦前』のな
かでどう正気を保つか」という
本も出ています（TBSのもと
キャスター金平茂紀さんと大矢
英代さんの対談本）。
タモリ発言の受け取り方は人
それぞれですが、戦争準備の法
整備が進み、「台湾有事切迫」
論や戦時シミュレーションがテ
レビで流れ、戦々恐々とした空
気の昨今、タモリは時代をよく

見ている人なのでしょう。
＊　　　＊　　　＊

このような中、政府は、2024
年の国会に、経済安保法（2022
年に既に成立済み）の改正案を
提出する予定です。案は以下の
内容であろうと推測されていま
す（いまだに正式な案は出てい
ません）。かい摘まむと次のよ
うな内容です。
① 秘密保護法の４分野（外交・
防衛・テロ・スパイ活動）に、「経
済情報」が加わります。経済安
保上重要な情報（と政府が考え
る）経済情報を秘密指定します。
秘密法に違反して情報を漏洩

した場合の刑罰は、「２年以下
の懲役」から「10年以下の懲役」
に厳罰化します（秘密保護法と
監視社会については、さつき
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2023年夏 Swedenのcafeで

「セキュリティ・クリアランス」って 
なんでしょう？
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2024年がみなさまにとって良い年になりますように。
今年もよろしくお願いします。
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号に書いたので、よろしければ
ご覧ください）。
②　「秘密情報」に接触できる
人とできない人を分けるため、
民間人についても、政府が身辺
調査を行います。これが「セキュ
リティ・クリアランス制度」と
か「適性評価」と喧伝されてい
るもので、調査は、資産・信用
情報・精神科を含む医療情報、
SNSの投稿、本などの購入履歴、
中には不貞行為など、プライバ
シーの隅々に及ぶことでしょう。
対象となる人は、政府の職員
や行政機関に出向している人だ
けでなく、民間企業の技術者、
大学の教員・研究員も対象です。
軍事産業だけでなく、「基幹イ
ンフラ」（電気・ガス・石油・
水道・鉄道貨物自動車運送・電
気通信・放送・郵便・金融・ク
レジットカード）の企業、「サ
プライチェーン」（直訳すると
原材料の仕入れから製品の販売
までの供給網）の企業対象です。
　
つまり膨大な産業に勤務する
技術者が、セキュリティ・クリ
アランスの対象となります。適
性の確認を受けるために、家族
を含めプライバシーを丸裸にさ

れるのは誰だって嬉しくないの
で、拒否はできることになって
いますが、拒めば、会社が取り
組む最先端の研究開発から外さ
れることが見えたら、一労働者
に拒否する自由と勇気があるで
しょうか。
守秘義務は、会社を辞めても
一生続くので、自らの専門分野
を生かした転職は難しくなり、
生涯、研究発表も特許も難しく
なる環境下が続くのではと懸念
されています。何より、情報を
漏洩したと疑われ、大川原化工
機事件のようなえん罪で捕らわ
れるリスクもあります（大川原
化工機事件については、さつき
ニュースvol.40　2023年夏号
をご参照ください）。

＊　　　＊　　　＊
セキュリティ・クリアランス
は、一般的に監視社会が進むと
いうだけでなく、技術職職員や
大学の教員研究員である個人の
人生に重たい影響を及ぼす法律
案です。
こういう話をしても、今はと
にかく「叩かれる前に準備が大
事」という声にかき消されてし
まうかもしれません。
でも、戦争は、異論を許さな

い監視社会から生まれること
は、日本の戦前の歴史を学ばな
くても、今、ロシアでウクライ
ナ戦争に反対した人々が受けて
いる（であろう）迫害や、チベッ
ト、香港で見た中国の過酷な秘
密保護法制・国家安全法体制を
見れば、わかることです。こう
いうときこそ、合理性、必要最
低限度の原則、罪刑法定主義な
ど「法の精神」が大事なのでは
ないでしょうか。

＊　　　＊　　　＊
上記は、京都弁護士会で、

2023年12月に開催したシンポ
ジウム「重たい守秘義務・適正
評価があなたを襲う〜軍需産業
支援法・経済安保法の恐怖」の
内容です（私も受付係として参
加しました）。ゲストの青木理
さん（サンデーモーニングのコ
メンテーター等。大川原化工機
事件のルポをされた）と海渡雄
一弁護士（日弁連秘密法・共謀
罪対策本部委員長）がたくさん
語ってくださいました。
もうすぐ京都弁護士会のホー

ムページにアップされるので、
ご視聴くださったら嬉しいで
す。
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私の特殊能力

新型コロナウィルス感染症
に関する制限もなくなり、京
都市内では観光客の方をたく
さん見掛けるようになりまし
た。そうすると、ここ数年眠っ
ていた私の特殊能力が再び発
揮されてきました。

その特殊能力とは、ずばり「人
に道を聞かれること」です。聞
いてこられる方は、老若男女を
問わず、日本人の方・海外の方、
どちらからも聞かれます。仕事
で裁判所に向かっている最中に
尋ねられるときもあれば、子ど

もを保育園に送迎している途中
で尋ねられることもあり、時間
帯も問いません。
先日は、おそらく自由行動中

であろう修学旅行生に、二条駅
までのバスでの行き方を尋ねら
れました。日本人女性の旅行客
に「この辺でご飯食べられるお
店はありますか？」と聞かれて、
私が知っているお店とその場で
スマートフォンで調べた近くの
お店をお伝えしたこともありま
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る─成年年齢引き下げ後の動向
を踏まえて─」にて聞いてきた
お話の紹介です（これまでの成
年年齢引き下げについての記事
〈さつきニュースVol.32・Vol.38〉
は当事務所ホームページよりご
覧いただけます）。
人間の脳の意思決定のシステ

ムは、「自動システム」と「熟慮
システム」に分かれていて、「自
動システム」は外部情報に素早
く反応・判断するシステム、「熟
慮システム」は情報を総合して
理性的に判断するシステムだそ
うです。咄嗟に反応する「自動
システム」は15歳頃で完成し
ますが、よく考える「熟慮シス
テム」は25〜 30歳頃で完成す
るそうです。そうすると、そも
そも20代前半までは「よく考
える」ことが脳のシステム的に
苦手（やはり若年成人の保護は
必要）、ということですね。

「なぜ人はダマされると思い
ますか？」―こう質問された
とき、皆さんはどう答えるで
しょうか？
色々なお答えがあると思いま
すが、１つの答えは「熟慮する
脳のシステムがサボりやすいか
ら」です。今回は、近畿弁護士
会連合会大会のシンポジウム
「若年成人の消費者被害を考え

さらに、この「熟慮システム」
は、不安・興奮・困惑・焦り・
疲労などによって麻痺しやすい
（サボりやすい）ため、ダマそ
うとする人は、「熟慮システム」
を麻痺させて「自動システム」
ですぐ判断（契約）させようと
するのです。たとえば、不安を
煽って契約させるとか、「期間
限定」・「まもなく終了」など決
定を焦らせて契約するとかいっ
た方法があります。
このように、ダマされるのは、

「熟慮する脳のシステムがサボ
りやすい（麻痺しやすい）から」
なのです。にもかかわらず、冒
頭の「なぜ人はダマされるの
か？」の問いに関しては、「相
手のウソを見抜けなかったか
ら」、「注意が足りず、おいしい
話に目が眩んだから」といった
ような、被害者の落ち度を指摘
する答えをよく聞きます。その
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ダマされるにはワケがある
～18歳からもう「大人」？　続編～

す。
その前は、海外から来られた
ご家族にホテルの場所を尋ねら
れました。海外の方に尋ねられ
た場合は、残念ながら英語が堪
能ではないため、僅かに知って
いるフレーズとジェスチャー、
スマートフォンを駆使して、何
とか説明しています（スマート
フォンは便利ですね）。
裁判のため、東京高等裁判所
に出張していたときも、東京の

地下鉄の駅で道を聞かれ、心の
中で「なんでやねん」と突っ込
んでいました。
家族にその話をしたところ、
私の特殊能力の原因は、「何と
なくちゃんと対応してくれそう
な空気を出しているからではな
いか」、ということでした。し
かも、それは「ダマしやすそう
（応じてくれそう）な空気でも
あり、気を付けるべき」とも言
われてしまいました。

職業は弁護士なのに、「ダ
マしやすそうな空気」をまとっ
ているってどうなんでしょう
か……。でも、相手を油断さ
せるには良いのかも？　皆さ
んには何か特殊能力はありま
すか？



（4）京都さつきNEWS Vol.41 2024年1月15日

事務所へのアクセス

河原町通二条の交差点を西へ入り、少
し行った南側、漢方薬局「延寿堂ビル」
の２階です。
交通機関は、地下鉄東西線又は市バス

「市役所前」から歩いて５分弱、京阪三条
駅から歩いても10分程度。
お車でお越しの際は、事務所専用の駐

車場は設けておりませんので、付近の駐
車場をご利用ください。
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【お誘い】

第53回 憲法と人権を考える集い
京都弁護士会主催　京都府共催

キミの過去は、キミの未来を決めない
〜知る見る変える 子どもの貧困 今私たちにできること〜

原因は、「ダマされた人が悪い・
注意が足りない」という考えが
根強く蔓延していることにある
ように思います。ダマされない
ように注意することは大事で
あっても、既にダマされてし
まった人の落ち度を指摘して
も、その人を苦しめ、孤立させ

るだけです。消費者被害を防ぐ
ためには、ダマされないように
気を付ける・学習することとと
もに、ダマされてしまった人に
も寄り添い、相談できる（孤立
させない）社会的な風潮を生み
出していくことが必要ではない
かと思っています。

編集後記
この冬は保育園や小学校では

インフルエンザが流行し、大人
も風邪を引いたあと症状が長引
いている人が多いようです。山
下も１カ月近くすっきりしない
日々を送り、そのため、さつき
ニュースの発行が遅れてしまい
ました。皆さまもお気を付けく
ださって、健やかな日々を過ご
されますよう、祈念しておりま
す。今年もよろしくお願いしま
す。� （弁護士　山下信子）

「憲法と人権を考える集い」
は、1971年から毎年、京都弁
護士会が力を注いで開催してき
たシンポジウムです（ちなみに、

50回目の実行委員長は山下が
つとめ、これは山下の「密かな
誉れ」です）。今回は、子ども
の貧困について取り上げます。

１月 21 日（日曜日）午後１時〜
＠京都産業会館ホール（四条烏丸西入る南側）
詳しくは　https://www.kyotoben.or.jp/syokai_kenjin.cfm

パックンさんと渡辺由美子さ
ん（日本の子どもの支援活動を
続けておられる）の対談をはじ
め、改めて子どもの貧困につい
て考える内容です。子ども食堂
の体験、子どもさんが楽しめる
イベント、子どもの居場所を
作っている団体のブースもあっ
て、楽しめる会場にもなってい
ます。
興味のある方はぜひ、お出か

けください。
（弁護士　山下信子）


